
問い合わせ先 京田辺市教育委員会学校給食課（0774-64-1393）

学校給食において、京田辺市特産の玉露及び抹茶等のお茶を使った学校給食を提供した。

【事業実施スケジュール】
小学校:令和６年４月～翌年３月までの毎月１９日（６月、８月を除く）を食育の日献立とし、お茶給食を
　　　　　　提供（６月は食育月間であることにちなんで、別の食育献立を実施）
中学校:令和６年４月～翌年３月までの毎月（４月、８月を除く）をお茶の日献立とし、お茶給食を提供

食育の日（お茶給食）献立の一例
玉露ポテトビーンズ
※地元京田辺市の特産品である玉露の粉を使用

事業の成果・今後の展望等

　京田辺市の地場産品である玉露及び抹茶等のお茶に係る素材を学校給食食材として活用することで、児童生徒の
地域の食文化への興味・関心を高めることに資することができた。

事業の経過・背景・課題

　日本でも有数の玉露の産地である京田辺市の子どもたちに、お茶文化を身近に親しみ、継承するため、学校給食を
活用して健康的な身体作りとともに、お茶に対する知識を啓発する「お茶育」を行う。

取組内容 交付実績額: 498 千円

京田辺市 学校・家庭・
地域連携

その他
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